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地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項前段の規定により知事等関係機関から監査の結果に基づいて

措置を講じた旨の通知があったので、同項後段の規定により措置の内容を次のとおり公表する。 

 

令和４年２月 24日 
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                        岐阜県監査委員  長 屋 光 征 

                        岐阜県監査委員  鈴 土   靖 

                        岐阜県監査委員  長 縄 直 子 
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Ⅰ 令和３年度定期監査の結果に基づき講じた措置の状況 

 

１ 令和３年度 

（単位：件） 

区分 

監査結果 措置済 今回措置を 

講じたもの ※ 

未措置 

A B C A-B-C 

指摘事項 63 31 14 18 

指導事項 79 44 18 17 

検討事項 1 0 0 1 

計 143 75 32 36 

 

※「今回措置を講じたもの」については、令和４年１月31日、２月１日及び同月９日に知事等関係機関

から通知があったもの 

（注）監査結果の区分については、次のとおり 

指摘事項：是正又は改善を求める事項のうち、その程度が重大なもの 

指導事項：是正又は改善を求める事項 

検討事項：事務の執行の適正化のため検討を求める事項又は他の機関の監査の結果として所管課に対

し是正若しくは改善を求める事項 

 

 

Ⅱ 定期監査の結果に基づき講じた措置 

 

１ 令和３年度 

（１） 監査結果（指摘事項）に基づき講じた措置 

総務部 

機関名 監査結果 講じた措置 
   

東濃県税事務

所 

公務中の１件の交通事故について、

修繕料 67,046円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故を起こした職員に対しては、所

属長から厳重に注意するとともに、今

回の事故を反省し、今後は安全運転に

努めるよう指導した。 

加えて、所内の全職員に対し、改め

て平成29年11月28日付け人第469号「職

員の公用自動車の運転及び自家用自動

車による出張等について」を示し、職

員の遵守事項を徹底したほか、公用車

の助手席ダッシュボードに、後退時に

は同乗者が下車の上、後方確認並びに

声出し誘導をする旨のシールを貼付

し、出張時の意識付けを強化した。 

また、毎月開催する所内会議におい
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 て、毎回、交通安全を議題とし、具体

的な安全運転の方法等の啓発を継続的

に行っている。 
   

環境生活部 

機関名 監査結果 講じた措置 

岐阜地域環境

室 

公務中の２件の交通事故について、

修繕料442,332円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

 

 

当該職員に対し、安全運転に対する

意識の徹底と再発防止に努めるよう指

導した。 

 また、全職員に対して事故の概要を

説明し、交通法規の遵守及び安全運転

の励行について周知徹底を図った。 

今後も、定期的に朝礼や職場研修等

で職員に注意喚起し、交通事故防止の

徹底に努める。 

健康福祉部  

機関名 監査結果 講じた措置 

感染症対策推

進課 

 

 

 

公務中の１件の交通事故について、

修繕料420,167円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

指摘事項について、当事故の際運転

していた車両は全長が一般車両より長

く、運転席が前輪より前に位置し旋回

時の軌跡が一般車両と異なることか

ら、旋回時は一般車両と異なるという

認識を持ち、慎重に運転するよう関係

者に周知した。 

加えて、今後当車両を運転する際

は、可能な限り運転技術に長けている

管財課運転手等に運転を依頼すること

とした。 

また、公用車・自家用車共に車を運

転する際は、安全運転を心がけ、交通

事故に留意するよう課内職員へ改めて

周知徹底を行った。 

今後も交通事故に留意するよう、定

期的に職員へ注意喚起を行っていく。 
  

公務中に車両を損傷させた１件の毀

損事故について、修繕料175,692円が支

払われていたので、職員の毀損事故防

止について一層の徹底を図られたい。 

 

 

指摘事項について、当事故の際運転

していた車両は全長が一般車両より長

く、運転席が前輪より前に位置し旋回

時の軌跡が一般車両と異なることか

ら、旋回時は一般車両と異なるという

認識を持ち、慎重に運転するよう関係

者に周知した。 
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加えて、車両の入出庫の際は、補助

員による目視確認を行うこととした。 

また、公用車・自家用車共に車を運

転する際は、安全運転を心がけ、交通

事故に留意するよう課内職員へ改めて

周知徹底を行った。 

今後も交通事故に留意するよう、定

期的に職員へ注意喚起を行っていく。 
   

飛驒子ども相

談センター 

公務中の１件の交通事故について、

修繕料として54,824円が支払われてい

たので、職員の交通事故防止について

一層の徹底を図られたい。 

 

 

 

 

 

当該職員に安全運転の励行について

指導するとともに、全職員に事故の概

要を説明し、運転前の周囲確認や同乗

者の役割など、運転時の状況把握の大

切さを周知した。 

 また、毎週開催する所内会議におい

て、交通法規の遵守、安全運転の励

行、自己の健康状態の把握について注

意を促し、再発防止に努めている。 

農政部 

機関名 監査結果 講じた措置 
   

水産研究所  公務中の１件の交通事故について、

損害賠償金として3,650,000円の費用負

担が発生するとともに、公用車が１台

廃車(評価額175,000円)となっていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

 

所内職員に対し、交通事故が起こっ

た際に発生する損害賠償金、公用車の

修繕料は県費であること、及び自動車

を運転する際は交通事故に気を付ける

ことは勿論、自分の体調が良好である

かを運転前に確認し、体調が悪いと感

じたときには運転しないよう改めて周

知徹底した。 

所内全体会議では、安全運転管理者

である総務課長から、出勤・出張の際

は交通事故に十分注意するよう定期的

に指導している。 

また、各部の部長は、各部員に対し

出張前に体調確認の声かけを行うとと

もに、出張者が体調不良の場合には出

張者や運転者を変更させたり、極力２

人以上で出張させたりするようにして

いる。 

今後も、日ごろから時間外勤務が多

くならないよう随時ＰＣログなどをチ

ェックし、疲れているときには休みを
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取るよう指導していく。 

中央家畜保健

衛生所 

公務中の１件の交通事故について、

修繕料 39,600円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

当該職員に対し、所属長より安全運

転に対する意識の徹底と再発防止に努

めるよう注意・指導を行った。 

また、全職員に対し、職場研修を実

施し、安全運転と交通事故の再発防止

に向けて注意喚起を行った。 

今後も全職員を対象に、交通安全の

啓発文書等を周知するとともに、朝礼

や職員会議等において注意喚起を継続

することで交通事故防止を徹底する。 

県土整備部 

機関名 監査結果 講じた措置 

可茂土木事務

所 

公務中の１件の交通事故について、

修繕料74,360円が支払われていたの

で、職員の交通事故防止について一層

の徹底を図られたい。 

 

所内課長会議において、事故概要と

発生原因を説明し、改めて安全運転の

励行について周知徹底を図った。 

今後も、定期的に所内課長会議やメ

ールによる周知を図り、所内全職員の

交通法規の遵守及び安全運転意識の向

上に努める。 

県事務所 

機関名 監査結果 講じた措置 

飛驒県事務所 公務中に車両を損傷させた１件の毀

損事故について、修繕料150,568円が支

払われていたので、職員の毀損事故防

止について一層の徹底を図られたい。 

 

公用車を入庫させる際に、車庫の鉄

骨柱と接触して車両を損傷させたもの

であり、毀損事故を起こした職員に対

し、所属長から口頭で厳重注意を行っ

た。 

また、再発防止として、県財政が厳

しい状況下で修繕料が支払われている

こと等を所内職員に伝達した上で、出

入庫しやすくするため、前輪車止めを

設置するとともに、車庫前の職員駐車

場を廃止するなどの措置を講じた。 

今後も所内課長・係長会議等、各種

機会をとらえて毀損事故防止の注意喚

起を実施する。 
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教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

西濃教育事務

所 

公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、前年度

も同様の事案で指導したにもかかわら

ず、修繕料26,400円が支払われていた

ので、職員の毀損事故防止について一

層の徹底を図られたい。 

これまでも全職員に対して、パソコ

ンの取扱いについて注意喚起をしてき

ているが、事故発生後、当該職員に対

し、直ちにパソコンの取扱いについて

指導するとともに、落下事故が起きに

くい環境となるよう執務机の配置を見

直した。 

加えて、全職員に対して、電子メー

ル及び口頭で、職員用パソコンをより

一層慎重で丁寧な取扱いをするように

周知徹底を図った。 

今後も、職場研修や所内会議等のあ

らゆる機会をとらえ、パソコンを含め

た全ての備品の取扱いについて定期的

に注意喚起を行い、毀損事故の再発防

止に努める。 
   

公安委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

各務原警察署 公務中の４件の交通事故について、

損害賠償金として1,096,658円の費用負

担が発生するとともに、修繕料43,560

円（うち相手方負担分37,026円）が支

払われていたので、職員の交通事故防

止について一層の徹底を図られたい。 

 

 

 

当該職員に対しては、交通事故が公

務にもたらす影響及び再発防止策につ

いて、警務課長による個別指導を行っ

た。 

全署員に対しては、公用車による事

故発生状況についての資料配布や、交

通事故防止のための教養の実施、並び

に車両運転訓練を実施した。 

今後も機会を捉え、指示、指導及び

訓練を継続的に実施し、交通事故防止

に努める。 
   

岐阜羽島警察

署 

 

 

 

 

 

 

 

公務中の６件の交通事故について、

損害賠償金として6,410,034円の費用負

担が発生するとともに、修繕料678,524

円（うち相手方負担分395,934円）が支

払われていたので、職員の交通事故防

止について一層の徹底を図られたい。 

 

 

 

当該職員に対しては、副署長及び警

務課長が事故原因や事故に至った背景

について聴取するなどした後に、個別

に交通事故防止の指導をした。 

また、全職員に対しては発生の都

度、朝会で警務課長が交通事故発生の

概要や事故の原因を説明するととも

に、 

・100ゼロ事故防止ミニテスト及び各課
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別事故防止検討会 

・若手警察官対象の車両運転訓練及び

後退時誘導訓練 

・ドライブレコーダー及び危険予知ト

レーニング映像による動画の視聴 

を行った。 

今後もあらゆる機会を捉え、「交通

事故防止対策」を継続的に実施し、交

通事故の再発防止について徹底を図

る。 

加茂警察署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公務中の２件の交通事故について、

損害賠償金として381,409円の費用負担

が発生するとともに、修繕料751,278円

（うち相手方負担分547,232円）が支払

われていたので、職員の交通事故防止

について一層の徹底を図られたい。 

 

 

当該職員に対しては、警務課長及び

直属の課長から再発防止について具体

的な指導を行い、事故防止の重要性に

ついて認識させた。 

 幹部に対しては、幹部会において署

長から、課員及び当直員が公用車を運

転する直前の事故防止にかかる声かけ

実施を指示し、全職員に対しては、朝

会等において副署長及び警務課長か

ら、道路へ進入する際及び緊急走行時

の危険性を認識し事故防止を徹底する

よう指導したほか、事故当事者による

事故状況と反省点の事例発表、全署員

を対象とした運転訓練を実施し、安全

運転意識の高揚を図った。 

今後も署員一丸となって交通事故防止

の徹底に努めていく。 

恵那警察署 公務中の１件の交通事故について、

損害賠償金として530,552円の費用負担

が発生するとともに、修繕料556,237円

が支払われていたので、職員の交通事

故防止について一層の徹底を図られた

い。 

当該職員に対して、次長及び直属の

課長が交通事故の状況を聴取して事故

原因を究明し、安全確認の必要性等に

ついて個別指導を行った。 

 全職員に対しては、次長が当直長会

議及びメール手配により事故現場周辺

の道路環境、信号停止車両の状況、安

全確認及び防衛運転について指示手配

するとともに、幹部により事故発生要

因を検証し署員に説明するなど、事故

防止研究会を開催して同種事故防止の

徹底を図った。 

 また、「事故防止標語」を朝会等出
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席者全員で唱和し、事故防止に向けた

署員の意識高揚に繋げている。 
   

 

（２） 監査結果（指導事項）に基づき講じた措置 

総務部 

機関名 監査結果 講じた措置 

情報システム

課 

岐阜情報スーパーハイウェイに係る

共架契約（電柱の一部を岐阜情報スー

パーハイウェイの通信線等で使用する

契約）の検査事務において、履行確認

の検査済みの記述等がなかったので、

今後は適正に処理されたい。 

 

当該案件の検査については、予備監

査後、速やかに実施した。 

 今回の事案は、岐阜県会計規則の解

釈を誤り、検査不要と誤認したことが

原因であったことから、今後は、岐阜

県会計規則のほか、出納管理課審査係

発行の審査の手引きなどにより会計事

務全般の理解を深めるとともに、組織

内で事務の進捗管理を徹底するなど、

適正な会計処理に努める。  

物品の管理事務において、売払いし

た物品の一部について物品処分等調書

に記載されておらず、この結果、物品

一覧表から除却されていなかったの

で、速やかに措置するとともに、今後

は適正に処理されたい。 

 

当該物品の不用決定及び物品処分調

書作成については、予備監査後、速や

かに実施した。 

 今回の事案は、不用決定を行う際に

１台がまだ利用中であることが判明

し、当該機器を一覧表データより削除

したが、代わりに処分することとした

機器を一覧表データに追加を行わなか

ったため、物品の不用決定及び物品処

分調書の記載から漏れてしまったこと

が原因である。 

 一覧表データを基に除却データを作

成しているため、今後、追加削除を行

う際には作業前及び作業後データを機

械的に突合し、漏れがないことを確認

する。 
   

清流の国推進部 

機関名 監査結果 講じた措置 

地域スポーツ

課 

 

 

 

 

公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、１台が

交換対応（取得価格119,229円）となっ

ていたので、職員の毀損事故防止につ

いて一層の徹底を図られたい。 

 

毀損事故を起こした職員に対し、ノ

ート型パソコンをはじめとした県有物

品の取扱いについて、より慎重に十分

な注意を払うよう指導した。併せて、

所属職員に対して県有物品等の適正な

使用及び管理について周知徹底を図っ
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た。 

今後も、定期的に注意喚起を行い、

毀損事故の再発防止に努める。 

環境生活部 

機関名 監査結果 講じた措置 

廃棄物対策課 不用品の売払いに係る２件の契約事

務において、収入の原因となる契約に

係る決裁書で売却予定価格を定めるべ

きところ、これを定めることなく物品

を売却していたので、今後は適正に処

理されたい 

決裁書において定めるべき予定価格

について、担当者、決裁ルート上にあ

る職員及び決裁者で、今一度、岐阜県

会計規則を確認し、改めて決裁書に記

載すべき事項を確認した。 

また、今後も決裁を起案する際、関

係規則等を確認し、決裁書で定めるべ

き事項を確実に記載するとともに、決

裁ルート上にある職員及び決裁者にお

いても、規則等を確認した上で、決裁

書が適正に作成されていることを常に

確認するよう徹底を図った。 

環境管理課 公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、修繕料

45,100円が支払われていたので、職員

の毀損事故防止について一層の徹底を

図られたい。 

パソコンの取扱いについて、丁寧か

つ慎重に行うよう改めて周知した。ま

た、キャリングケースを購入し、持ち

運ぶよう徹底した。 

健康福祉部 

機関名 監査結果 講じた措置 

保健医療課 岐阜県地域自殺対策強化事業費補助

金（補助事業者が行う電話相談ボラン

ティアを養成する講座の実施等に要す

る経費に対し交付する補助金）の交付

事務において、以下のとおり、実績報

告書の審査が十分ではなく、誤った方

法により算定された額で補助金の額を

確定していたので、今後は適正に処理

するとともに、適切な事務処理となる

よう補助事業者に対し指導されたい。 

同補助金の交付要綱では、補助金の

額を「総事業費から寄附金その他の収

入額を控除した額」と「基準額と補助

対象経費の実支出額とを比較して少な

い方の額」と比較し、いずれか少ない

額に補助率を乗じて得た額としてい

補助事業者より再精査後の総事業費

及びその他収入額の報告を受け、その

内容を再審査した結果、総事業費から

その他収入額を控除した額に補助率を

乗じて得た額は交付済みの補助金の額

を上回っていたことから、返還すべき

額がないことを確認した。併せて、令

和元年度以前に、岐阜県地域自殺対策

強化事業費補助金の交付を受けていな

いことを確認した。 

また、補助事業者に対して、岐阜県

地域自殺対策強化事業費補助金交付要

綱に基づき適切に事務処理を行うよう

指導した。 

なお、当該補助金の交付を受けてい

る他の１団体についても過去５年度分
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る。 

そして、補助事業者が提出した実績

報告書では、寄附金その他の収入額は

なく、また、基準額よりも補助対象経

費の実支出額が多いとして、総事業費

と基準額とを比較し、基準額の方が少

額であることから、これに補助率を乗

じた額を補助金所要額としていた。 

しかし、補助事業者は、補助事業の

実施に当たり、講座の参加者から受講

料を徴収しており、その旨は実績報告

書に添付されていた講座の募集要項に

も明記されていた。したがって、補助

金の額は、総事業費から受講料収入を

控除した額を基準額と比較するなどし

て算定すべきであった。 

に係る再度調査を行った結果、算定誤

りが無いことを確認した。 

今後は、実績報告の確認時に実績報

告書と添付資料との整合性をより詳細

に確認するなど実績報告書の審査を適

正に実施する。 

岐阜保健所 公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、１台が

交換対応（取得価格103,280円）となっ

ていたので、職員の毀損事故防止につ

いて一層の徹底を図られたい。 

当該職員に対し、パソコンの取扱い

について、より一層の注意を払うよう

指導した。併せて、職場研修において

所属内の職員に対し、パソコンの取扱

いについて注意喚起を行うとともに、

毀損事故防止の徹底を図った。 

今後も、職場研修における職員に対

する定期的な注意喚起を行い、毀損事

故の再発防止徹底に努める。 
   

県土整備部 

機関名 監査結果 講じた措置 

郡上土木事務

所 

 

 

 

 

 

ＣＣＴＶ監視カメラ一式他１品の処

分事務において、当該物品の不用決定

にあたり、取得価格が100万円以上であ

るにもかかわらず、岐阜県会計規則取

扱要領に定める知事の承認を得ていな

かったので、今後は適正に処理された

い。 

 

 

 

 

 

 

取得価格が100万円以上である物品の

不用決定に当たっては、岐阜県会計規

則取扱要領に定める知事の承認が必要

であることを、令和４年１月５日に開

催した所内の課長・係長会議において

改めて説明し、対象となる物品の更新

等がある場合は、管理調整係と確実に

情報共有を図るよう徹底した。 

今後は、取得価格が100万円以上であ

る物品の不用決定を行うに当たって

は、知事の承認が得られた書面を添付

する確認を徹底し、再発防止に努め

る。 
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可茂土木事務

所 

公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、修繕料 

112,849円が支払われていたので、職員

の毀損事故防止について一層の徹底を

図られたい。 

 

令和２年11月13日付け行第93号「職

員用パソコンの毀損の防止について

（通知）」を所内全員にメールで周知

し注意喚起した。 

また、所内課長会議においても再

度、通知について確認を行い、このよ

うな事態を絶対に発生させないよう職

員全員への周知徹底を毎月実施した。 

今後も定期的に所内課長会議やメー

ルによる周知を図り、所内全職員の県

有物品の慎重な取扱いに係る意識の向

上に努める。 
   

教育委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

揖斐高等学校 個人事業主に対する実施設計委託料

の支出事務において、源泉所得税及び

復興特別所得税を源泉徴収すべきとこ

ろ、これを行っていなかったので、今

後は適正に処理されたい。 

所得税法に基づく源泉徴収義務につ

いては、報酬及び報償費以外の支出事

務においても対象となる契約があるこ

とを関係職員の間で再確認した。 

今後は、所得税法等関係法令を遵守

し、各々の契約が当該規定に該当する

かを複数職員で十分確認することによ

り再発防止に努める。 

 公務中にタブレットを損傷させた２

件の毀損事故について、修繕料70,400

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

事故発生後、各教卓の端に落下防止

テープを貼付することで物理的な落下

防止策を講じるとともに、職員会議に

おいて、タブレットの取扱い時には細

心の注意を払い、事故発生防止に万全

を期すよう全教職員に周知徹底を図っ

た。 

今後も、定期的に職員会議等の場で

タブレットやパソコンを始めとする備

品の取扱いや管理について注意喚起を

行い、毀損事故の再発防止に努める。 

加茂農林高等

学校 

 

 

 

 

 

公務中にノート型パソコン及びタブ

レットを損傷させた２件の毀損事故に

ついて、修繕料35,200円（ノート型パ 

ソコンは更新時期が近かったため未修

理）が支払われていたので、職員の毀

損事故防止について一層の徹底を図ら

れたい。 

事故発生後、当該職員に対し、それ

ぞれパソコン及びタブレットの取扱い

について、一層の注意を払うよう指導

を行った。 

また、これまでも全教職員に対し、

タブレットを含むパソコン等物品の取

扱いについて注意喚起を行なってきた
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が、今回の事案を受け、改めて職員会

議において、物品の慎重な取扱いと未

然の防止措置を取るよう周知徹底を図

った。 

今後も引き続き、職員が集まる会議

等を利用して、タブレットを含むパソ

コン等物品の適正な使用について定期

的に注意喚起を行い、毀損事故の再発

防止に努める。 

飛驒高山高等

学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前年度の公用車購入に係るリサイク

ル料金の過払いに伴う収入事務におい

て、収入科目を雑入とすべきところ、

過年度収入としていたので、今後は適

正に処理されたい。 

 

今回の事案は、岐阜県会計規則取扱

要領第37条関係第２項に規定されてい

る前年度の過払いにおける未戻入の取

扱いを十分確認しないまま会計処理を

行ったことによるものであったため、

当該規定について、会計職員全員で再

確認を行った。 

今後は、同様の誤りが発生しないよ

う複数の職員によるチェックを徹底

し、適正な事務処理に努める。 

 公務中にタブレットを損傷させた２

件の毀損事故について、修繕料70,400

円が支払われていたので、職員の毀損

事故防止について一層の徹底を図られ

たい。 

 

 

事故発生後、当該職員（教員）２名

には、教頭より慎重に取り扱うよう指

導を行うとともに、２件目発生後に

は、全教職員が出席する朝会におい

て、事務部長から一層慎重な取扱いを

行うよう周知徹底した。 

さらに、令和３年８月の職員会議に

おいても、令和２年度に教員によるタ

ブレット毀損事故が２件起きているこ

とを改めて周知し、再発防止の徹底を

図った。 

今後も、職員会議等において定期的

に注意喚起を行い、毀損事故の再発防

止に努める。  

可茂特別支援

学校 

 

 

 

 

 

職業教育実習に係る役務提供の代金

収入事務において、収入科目を（款）

諸収入とすべきところ（款）財産収入

としていたので、今後は適正に処理さ

れたい。 

 

 

職場教育実習に係る会計に携わる職

員全員に対し、役務提供に関する収入

は（款）諸収入を収入科目とすること

を改めて周知し、今後は適切な収入科

目で調定するよう徹底を図った。 

また、令和３年度の職場教育実習に

係る会計書類について確認を行い、誤
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りがないことを確認した。  

今後は、同様の誤りが発生しないよ

う複数職員によるチェックを徹底し、

適正な会計事務処理に努める。 
   

公安委員会 

機関名 監査結果 講じた措置 

各務原警察署 公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた３件の毀損事故について、修繕料 

284,240円が支払われていたので、職員

の毀損事故防止について一層の徹底を

図られたい。 

 

 

当該職員に対しては、ノート型パソ

コンの丁寧な取扱いと再発の防止につ

いて、警務課長による個別指導を行っ

た。 

全職員に対しては、パソコンの毀損

事故発生状況についての資料配布や、

パソコンの毀損事故防止についての指

示及び手配を行った。 

今後も機会を捉え、指示及び手配を

継続的に実施し、パソコンの毀損事故

防止に努める。 

揖斐警察署 公務中にノート型パソコンを損傷さ

せた１件の毀損事故について、修繕料 

95,480円が支払われていたので、職員

の毀損事故防止について一層の徹底を

図られたい。 

当該職員に対しては、次長及び直属

の課長より物品の適正な使用及び管理

についての指導を行い、注意喚起を促

すため、当該職員並びに課員のパソコ

ンに「挟み込み注意」等のシールを貼

付した。 

また、全署員に対しては、署内で発

行している広報紙に同種の事案に関す

る記事を掲載するとともに、事案の概

要をメールで通知して事故防止の徹底

を図った。 

今後も、継続して物品の適正な使用

及び管理について指導し、物品の毀損

事故防止に努める。 

中津川警察署 

 

 

 

 

 

 

 

 

公務中に定置式レーダースピードメ

ーターを損傷させた１件の毀損事故に

ついて、修繕料80,927円が支払われて

いたので、職員の毀損事故防止につい

て一層の徹底を図られたい。 

 

 

 

 

当該職員に対して、直属の上司であ

る交通課長が毀損状況を聴取して発生

原因を究明し、定置式レーダースピー

ドメーター使用時の注意事項につい

て、当該職員及び同物品を使用する他

の担当職員に対して使用方法の実技教

養を実施した。 

さらには、定期異動ごとに交通課員

に対して改めて実技教養を行うととも
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に、同物品に取扱い時の注意事項を直

接表記して注意喚起を強調するなど、

再発防止の徹底を図った。 

 また、全職員に対しては、会計課長

から朝会を通じて、地方自治法に定め

る賠償責任や岐阜県会計規則に定める

事故報告を説明し、物品の適正管理の

重要性を認識させることで、更なる事

故防止を図った。 

 今後も、定置式レーダースピードメ

ーターを含めた物品の適正使用に関す

る教養を適宜行うこととし、毀損事故

防止の徹底を図っていく。 
   

 


